
　 地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが健やかに暮らすための相談に
対応する地域の総合相談窓口です。

地域包括ケアシステムとは、
高齢者の皆さんが、住み慣れ
た地域で安心して暮らすこと
ができるよう、住まい・医療・
予防・生活支援の各分野が互
いに連携しながら支援する体
制のことを言います。

訪問診療

通院・入院

通所・入所

介護予防や

生活の支援

病気になったら 介護が必要になったら

いつまでも元気
で暮らすために

地域の交流・

参加

老人クラブ・自治会・
ボランティア等

病院・歯科・薬局等 在宅・施設サービス

★地域包括支援センター　　　

★ケアマネージャー

相談業務やサービスの

コーディネートを行います。

●権利や財産について
　「近所で高齢者が虐待されている」、「振り込め詐欺の
被害にあった」、「認知症で財産の管理に自信がない」
といった高齢者の権利や財産などを脅かす相談に応じ、
被害の防止や救済、制度の紹介を行います。

●地域での暮らしについて
　高齢者がいつまでも住みなれた地域で安心して暮ら
せるように、関係機関や地域住民のみなさんと協力で
きるネットワークづくりを進め、その中心的な役割を担
います。

★地域包括支援センターは
　　　役場保健福祉課内にあります。

●介護や健康について　

　「介護保険を利用したい」、「認知症の不安がある」、

「体力の低下が心配」など介護や健康についての相談

に応じ、介護保険の申請代行や各種サービスの紹介、

ケアプランの作成などを行います。

　保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーが中心となって、高齢者のみなさんの暮らし
を支えています。お気軽にご相談ください。
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